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自
然
環
境
保
全
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案

新
旧
対
照
条
文

◎
自
然
環
境
保
全
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
十
八
号
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
自
然
保
護
取
締
官
の
資
格
及
び
権
限
）

（
自
然
保
護
取
締
官
の
資
格
及
び
権
限
）

第
三
条

（
略
）

第
三
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
三
十
五
条
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に

（
新
設
）

よ
り
自
然
保
護
取
締
官
に
行
わ
せ
る
権
限
は
、
法
第
三
十
五
条
の
四
第
三
項

各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
、
そ
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
相
当
の
期
限
を

定
め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
若
し
く
は
原
状
回
復
が
著
し
く
困
難
で
あ
る

場
合
に
、
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
必
要
な
措
置
を
執
る
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と

と
す
る
。

（
取
締
官
）

第
七
条

法
第
六
十
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
者
は
、
警
察
官
及
び
海
上
保

（
新
設
）

安
官
と
す
る
。

（
担
保
金
の
額
に
関
す
る
基
準
）

第
八
条

法
第
六
十
条
第
三
項
の
基
準
は
、
違
反
の
類
型
、
そ
の
罪
に
つ
き
定

（
新
設
）

め
ら
れ
た
刑
、
違
反
の
程
度
、
違
反
の
回
数
等
を
考
慮
し
て
定
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
担
保
金
等
の
提
供
）

第
九
条

担
保
金
（
担
保
金
の
提
供
を
保
証
す
る
書
面
（
以
下
「
保
証
書
」
と

（
新
設
）

い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
提
供
さ
れ
る
も
の
を
除
く

。
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
保
証
書
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従

つ
て
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

担
保
金
に
あ
つ
て
は
、
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
告
知
が
あ

（
新
設
）

つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
以
内
（
取
締
官
が
や
む
を
得
な
い
事

由
が
あ
る
と
認
め
て
当
該
告
知
が
あ
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
二
十

日
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
当
該
期
間
を
延
長
し
た
と
き
は
、
そ
の

期
間
内
）
に
、
同
項
に
規
定
す
る
違
反
者
又
は
同
項
に
規
定
す
る
事
件
に

係
る
船
舶
の
船
長
そ
の
他
主
務
大
臣
が
担
保
金
を
提
供
す
る
者
と
し
て
適

当
と
認
め
る
者
か
ら
、
本
邦
通
貨
で
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

二

保
証
書
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
が
前
号
の

（
新
設
）

期
間
内
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
。

イ

当
該
保
証
書
が
提
供
さ
れ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
月
以
内
に

（
新
設
）

本
邦
通
貨
で
担
保
金
が
提
供
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
り
、

か
つ
、
当
該
保
証
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
従
つ
て
担
保
金
が

確
実
に
提
供
さ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

当
該
保
証
書
に
係
る
担
保
金
を
提
供
す
る
者
が
前
号
に
規
定
す
る
者

（
新
設
）

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
イ
の
期
間
の
末
日
が
日
曜
日
若
し
く
は
土
曜
日

（
新
設
）

、
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に

規
定
す
る
休
日
又
は
一
月
二
日
、
同
月
三
日
若
し
く
は
十
二
月
三
十
一
日
に

当
た
る
と
き
は
、
そ
の
日
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

（
主
務
大
臣
及
び
主
務
省
令
）

第
十
条

法
第
六
十
条
第
二
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
及
び
第
六
十
二
条
第
一

（
新
設
）

項
並
び
に
前
条
第
一
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
警
察
官
に
係
る
事
件
に
つ

い
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
海
上
保
安
官
に
係
る
事
件
に
つ
い
て
は
国
土
交
通

大
臣
と
し
、
法
第
六
十
条
第
三
項
に
お
け
る
主
務
大
臣
は
、
内
閣
総
理
大
臣

及
び
国
土
交
通
大
臣
と
す
る
。

２

法
第
六
十
三
条
に
お
け
る
主
務
省
令
は
、
内
閣
府
令
・
国
土
交
通
省
令
と

（
新
設
）

す
る
。


